
○

○

死亡届

別紙１

表面

広告入り窓口封筒の仕様（イメージ図）角形２号

届出期間・期限等

○

後期高齢
保険証

（加入者のみ）

生まれた日から
１４日以内

母子
手帳

年金手帳
国民年金
加入者のみ

転　 出
証明書

届出種類

出生届

届出人
印　 鑑

○

国　 保
保険証

（加入者の
み）

○

○

○

戸籍謄本又は
全部事項証明

介　 護
保険証

○

印　 鑑
登録証

○
（本籍地が市

外）

○

○

○ ○
大府市
に転入

○

○

届けられた日から
効力が発生します

○死亡の事実を知った
日から７日以内

○婚姻届

転入届 ○市外から転入した日
から１４日以内

○

○

転出届

転居届

○

市内で転居した日
から１４日以内

転出予定日の１４日前
から届出できます

（又は転出日から１４日以内）

○

○

○

○

○○

お受け取りになりました書類は、内容をよくお確かめください。窓口封筒

ご利用ください！コンビニ交付サービス

利用可能時間： 午前６時３０分～午後１１時００分 土・日・祝日も利用できます。

【取得できる証明書】 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄・抄本、戸籍の附票の写し

※コンビニ交付には、マイナンバーカードが必要です。

◇◇ 主な届出のご案内 ◇◇ （届出の際には ○印のものをお持ちください。）

電話

〒474－8701 愛知県大府市中央町五丁目70番地

大府市役所市民課
（０５６２） ４７－２１１１ （代表）
（０５６２） ４５－６２１８ （直通）

332mm

240mm

表面 広告スペース
封筒表面の下部３０％以下の範囲
（概ね縦100mm×横200mm程度）

届
出
が
本
人
又
は
同
一
世

帯
員
の
場
合
は
不
要
で
す
。


